
就業から３年

申請から１年

～R8.9.1

申請から３年

～R9.3.31

養成機関卒業

～R10.3.31

卒業から１年

～R10.9.1

申請から５年

R5.9.1 申請

R6.1.15 申請期限

～R6.9.1

（要領で規定する期限）

青森県医療・福祉職子育て世帯移住支援金の申請時期等のフローチャート

【②就学パターン（４年制の場合）】

R5.4.1 青森県への転入（医療・福祉職の子育て世帯）

R5.4.3 養成機関就学（４年制） 申請可能日（転入＋就業）

全
額
返
還

半
額
返
還

転出

する場合

半
額
返
還

資格取得で

きなかった

場合

就業できなかっ

た場合

養成機関を卒

業した日から

１年以内に事

業対象資格に

基づく業務に

従事するため

県内の医療機

関又は福祉施

設等に就業し

なかった場合

４
分
の
１
相
当
の
返
還

全
額
返
還

就業したものの、

１年未満に辞職し

た場合

半
額
返
還

全
額
返
還

就学を経て

就職する場合

申請から３年未満に

県外へ転出した場合

申請から３年以上５年以内に

県外へ転出した場合 半
額
返
還

養成機関を卒業

した日から１年

以内に事業対象

資格に基づく業

務に従事するた

め県内の医療機

関又は福祉施設

等に就業するも、

就業した日から

１年未満に当該

支援金の要件を

満たす職を退い

た場合

養成機関を卒業

した日から、１

年以内に事業対

象資格に基づく

業務に従事する

ため県内の医療

機関又は福祉施

設等に就業する

も、就業した日

から１年以上３

年以内に当該支

援金の要件を満

たす職を退いた

場合

就学期間（４年制の場合）

就学期間中に

・養成機関を卒業できなかった場合

養成機関を

卒業した日

から１年以

内に事業対

象資格の取

得に至らな

かった場合

就業したものの、

１年以上３年以内

に辞職した場合


